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り
、

「

伊

勢
の

神
風
」

と
い

う
キ

ー

ワ

ー

ド
が

広
く

知
ら

れ

て

い

っ

た
こ

と
が

あ
る

の

で

は

な
い

か
と

考
え
ら

れ
る

。

「

神
風
の

伊

勢
」

「

伊
勢
の

神

風
」

と
い

う、

枕
詞
で

あ
っ

た

キ

ー

ワ

ー

ド

が

民
俗
レ

ベ

ル

に

お
い

て

破

魔
の

効
果
を
持
つ

呪
文
と
し
て

機
能
す
る

よ

う
に
な
っ

て

い

っ

た

経
緯
に

つ

い

て
、

伊
勢
信
仰
の

広
ま

り
と
パ

ラ

レ

ル

に

整
理
し

て

い

く
ほ

か
、

民

俗
儀
礼
に

お
け
る

呪
歌
の

役
割
と

合
わ
せ

て

さ

ら
な
る

考
察
を

行
う
必

要

が

あ
る

。

神
道
祭
祀
に

お

け
る

祝
詞
奏
上
と

玉

串
奉
奠
に

つ

い

て

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
竹
内
　
雅
之

　
神
社
本
庁
傘
下
の

神
社
に

お

い

て

は
、

祭
祀
規
程
に

よ

り
祭
祀
の

式
次

第
が

定
め

ら
れ

て

い

る
。

そ
れ

に

よ

る

と
、

例

え
ば

月
次
祭
の

よ

う
な

小

祭
の

場
合

、

主

要
な

部
分
は

「

修

祓
」

「

宮
司
一

拝
」

「

神

饌
を

供
す
」

「

祝

詞
を

奏
す
」

「

玉

串
を

奉
り
て

拝
礼」
「

神

饌
を
撤
す
」

「

宮
司
一

拝
」

の

よ

う
に

な
っ

て

い

る
。

こ

の

式

次
第
の

原
型
は

明
治
八

年
の

「

神
社

祭

式
」

に

あ
る

。

例
え
ば、

官
国
幣
社
祈
年
祭
に

お
い

て
、

祝
詞、

玉

串
に

関
す
る

部
分
を

抜
き
出

す
と

「

神
官
ノ

長
官
祝

詞
ヲ

奏
ス
」

「

地
方
ノ

長

官
玉

串
ヲ

献
リ
拝

礼
」

「

同

官
員
拝

礼
」

「

神
官
ノ

長
官
玉

串
ヲ

献
リ

拝

礼
」

「

同
次
官
以
下

拝
礼
」

の

よ

う
に

な
る

。

こ

の

部
分
は

明
治
時
代
に

で

き
た

新
し
い

祭
式
で、

地

方
長

官
が

最
初
に

拝
礼
す
る

こ

と
に

よ

り

国

家
管
理
の

神
社
た

る

こ

と
を

体
現
し
て

い

る
。

星
野
光
樹
は

、

平
田

派

国

学
者
が

玉

串
に

「

捧
げ

物
」

と
い

う
新
し

い

役
割
を

見
出
し

た
こ

と
に

よ

り
、

近

代
の

玉

串
拝
礼
行

事
が
で

き
あ

が
っ

て

い

っ

た
、

と

指
摘

す
る

（
「

「

玉
串
ヲ

奉
リ
テ

拝
礼
」

に

つ

い

て

の
一

考
察
」

『

神
道
研
究

集
録
』

十

七
）
。

そ
れ
で

は
、

近

世
以

前、

玉

串
に

関

す
る

行
事
は、

ど
の

よ

う
に

行
わ

れ
て

い

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

近

世
以

前
、

玉

串
関

連
行

事
が

確
認
で

き
る

の

は
、

宮
中
を

除
い

て

は
、

神

宮
の

み
で

あ
る

。

「

延
喜
祝
詞

式
」

六
月

月
次
祭
祝
詞
は
「

度

会

の

宇
治
の

五

十
鈴
の

川
上
に
大
宮
柱
太
敷
き
立

て

（
中

略
）

常
も
進
る

御

調
の

糸、

由
貴
の

御
酒
・

御
贄
を

、

横
山

の

如
く
置
き
足
ら

は

し
て

、

大

中
臣
太
玉

串
に
隠
り
侍
り
て、

今
年
の

六

月
の

十
七
日

の
、

朝
日
の
曲

豆

栄

登
に
称
へ

申
す
事
を、

神
主
部
・

物
忌
等
諸
聞
食
せ
と
宣
る
」

で

あ
る

。

こ

の

な
か

に

「

太
玉
串
」

の

語
が

み

え
る

。

そ
れ
で

は
、

改
め

て

玉

串
と

は

何
で

あ
ろ

う
か

。

河
野
省
≡

は

『

神
道
要

語
集
』

「

た
ま

ぐ
し

」

の

項

目
で

諸
説
を

紹
介
し
て

い

る
。

な

か

で

も
、

鈴
木
重
胤
の

「

八

重
榊
は

神

等
の

御
霊
を

寄
給
は

む

料、

太
玉

串
は

神
の

御
前

に

捧
げ
る

幣
な

り

け

り
」

と

い

う
説
に

多
く
の

ペ

ー

ジ

を

さ
い

て

い

る
。

発
表

者
は

学
者
よ

り

も、

現
場
の

奉
仕

者
の

意
見
に

注
目

し

た
い

。

外

宮

祠
官

御
巫

清
直
は

「

八

重

畳
八

重

榊
位
置
考
證
」

（
『

神
宮
神
事
考
證』

所
収）

の

な
か
で

太

玉

串
と

八

重

榊
の

違
い

を
指
摘
し

て

い

る
。

そ
れ
に
よ
る
と

、

一

本
一

本

の

バ

ラ

に

な
っ

た

榊
が

太
玉

串
で

、

合
計

＝
一
八
本
が
玉

串
御

門
の

前
に

規
則
正

し

く
配
置
さ
れ

て

い

る

の

が
八

重

榊
と
い

う
こ

と
に

な
る

。

内
宮

祠
官
薗
田

守
良
は
『
神
宮
典
略
九
」

「

祭
祀

用
具
」

の

最
初
に

玉

串
の

項

目
を
設
け
て

、

そ
の

意
義
を

「

此

榊
を

取
持
は

い

か
な
る

故
ぞ
と
い

ふ

に
、

内
宮
儀
式
帳
に
、

禰
宜

乃
捧
持
太
玉

串
仁、

大
中
臣
隠
侍
弖、

天
津

告
刀
乃
太
告
刀

、

厚
広
事
遠
多
々

倍
申

、

玉

串
発
由
如
件、

と

有
如
く、

大
神
の

御
光
の

い

と

ま
ば
ゆ

き
故
に
、

此

榊
を

挿
隠
れ
て

告
刀

申
す
よ

し

也
」

と

説
明
し

て

い

る
。

皇
太
神
宮
で

は
日

の

大
神
か
ら
放
た
れ
る

御
光

が
ま
ぶ

し

い

た

め

八

重

榊
と
太
玉

串
に

隠
れ

て

祝
詞
を
奏
上

す
る
と

い

う

の

で

あ
る

。

そ
れ
で

は
、

御
饌
都

神
を

祭
神
と

す
る

外
宮
の

玉

串
は
、

ど
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の

よ

う
に

説
明
さ
れ
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

外
宮

祠
官

檜
垣
常
和
は

『

豊
受

大
神
宮
諸
祭
由
緒
記
上
』

の

六

月
祭
礼
（
月
次

祭
）

に

お
い

て

「

凡
ソ

禰

宜

祭
礼
毎
二

太
玉
串
ヲ

執
ル

濫
觴
ハ

天
村
雲

命
二

従
ヒ

起
レ

リ
。

類
聚
神

祗
本
源
二

謂
ル
、

天
村
雲

命
（
度
会
上
祖

神
∀

ハ

賢
倉
（
サ

カ

キ
）

ノ

捧

ゲ

（

中
略）

禰
宜
ハ

賢
木
ヲ

持
チ

祭
祀
ヲ

儼
カ
ニ

ス
。

是
皆
神
代
古
風
行

ヒ

来
ル

礼
奠
ナ
リ

。

本
紀
日
ク、

天
村
雲

命
、

太
玉

串
ヲ

取
リ
仕
奉
ル

。

凡
ソ

天

村
雲
命
ハ

禰
宜
ノ

祖

神
ナ
リ

。

故
二

其
ノ

遺
法
二

因
テ
今
玉

串
ヲ

執
ル

ナ

リ
」

（
『

大
神
宮
叢
書
』

所
収
の

漢
文
を

書
き
下
し
文
に

改
め

た
）

と

述
べ

る
。

玉
串
の

意
味
に
つ

い

て

は
何
も
言

及
し
な
い

が
、

ひ

た

す
ら

度

会
氏
の

祖
先
神
で

あ
る

天
村
雲
命
の

遺
法
で

あ
る

と

説
く。

　

明
治
移
行、

別
々

の

行
事
に

な
っ

た
祝
詞
奏
上
と

玉

串
奉
奠
は
、

そ
れ

以

前
、

神
宮
の

祭
祀
で

は
、

同
時
平
行
し
て

行
わ

れ

た
一

体
の

行
事
で

あ

っ

た
可

能
性
を

、

古
代
の

祝
詞
と

祭
祀
奉
仕
者
の

言
葉
で

示
し
た
。

さ

ら

な
る

研

究
に

は

玉

串
の

忘
れ
ら

れ
た

意
味
を
再
発
見
し

な
け
れ

ば

な
ら

な

い
。

具

体
的
に
は

「

隠
れ
る
」

と

い

う
行
為
の

目
的
や、

依
代
と

し
て

の

玉

串
の

働
き

を
民
俗
学
・

神
話
学
の

知
見
を
ふ

ま
え

て

検
討
す
る

の

が

今

後
の

課

題
で

あ
る

。

近

代
の

御
師
制
度
廃
止
と

伊
勢
信
仰
に

つ

い

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
八

幡
　
崇
経

　
伊
勢

神
宮
に

お

け
る

近

代
化
の

中
で
、

伊
勢
信
仰
を
全

国
に

広
め

た

御

師
の

活

動
が
ど

の

よ

う
に

変
化
し

て

き
た

か

と
い

う
こ

と
を
、

近

世
近

代

に
わ

た

る

御

師
史
料
に

よ
っ

て

み

て

い

く
こ

と
で
、

伊
勢
信
仰
の

変
化
と

御
師
活
動
の

実
態
を
検

証
し
よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　
伊
勢
神
宮
は

、

明
治
四

年
の

改
革
に

よ

り
、

旧
来
の

御
師
制
度
は

廃
止

と

な
り、

御
師
が
私
邸
で

行
っ

て

き
た

、

祈
禧
や

神
札
の

配

布
な
ど

が

禁

止
さ

れ
た

。

こ

の

こ

と

に
よ

り
全
国

各
地

域
の

伊
勢
信
仰
と

伊
勢
神
宮
を

つ

な
ぐ

核
と

な
っ

て

い

た

も
の

が
廃

絶
す
る

こ

と
と
な
っ

た
。

一

方
で

明

治
政
府
は、

国
民
の

神
宮
崇
敬
心
を

新
国
家
建
設
の

精
神
的
基
盤
の
一

つ

と

す
る
と
と

も
に、

御
師
が
従
来
配

付
し
て

き
た
神
札
と
は

別
に

「

神
宮

大
麻
」

と
し
て
、

あ
ら

た

な
意
義
を

付
与
し

て

全
国
に
頒
布
す
る
こ

と
と

し
た

。

さ
ら
に

明
治
四

年
の

神
宮
改

革
以

後、

大
教
宣
布
に

よ

り
神
宮
崇

敬
の

念
を
高
め

よ

う
と

、

神
宮
教
院
を
中
心
に

布
教
が

行
わ

れ
、

そ
の
一

環
と
し
て

神
宮
大
麻
の

頒
布
も
行
わ
れ

、

当
初
地
方
の

役
所
を

通
じ
て

頒

布
を
行
お
う
と

し
た

が
、

同
一
一

年、

内

務
省
に
よ
り

「

大
麻
頒
布
は
自

今
地

方
官
の

関

係
に

不

及
受
不
受
は

人

民
の

自
由
と

す
る

旨

府
県
に

通

達
」

に

よ
り、

地
方
庁
委
託
を

止
め
、

各
地
神
宮
教
院
及
神
道
事
務
局
教

導
職
・

神
職
等
に
託
し

て

頒
布
す
る
よ

う
に

し
、

同

＝
二

年
に

は
、

大
麻

頒
布
取

扱
方
を

各
府
県
下
の

神
宮
教
院
の

教
会
に
委
託
し
た

。

　
同
一

五
年
に

は
、

神
官
の

教
導
職
兼
補
を
廃
し
た
こ

と

に

と

も
な
い
、

神
宮
教
院
を
神
宮
司
庁
よ

り
分
離
し
て

、

大
麻
の

頒
布
を
神
宮
教
院
に
委

託
し
た

。

神
宮
教
院
は

独
立
し

て
、

教
派

神
道
の
一

つ

の

神
宮
教
と

し
て

宗
教
の

扱
い

と

な
り、

翌
三

〇

年
に

は

解
散
し
神
宮
奉
斎
会
と

な
っ

た
。

神
宮
大
麻
の

頒
布
事
業
は
、

当
初
の

理
念
か
ら

、

近
代
的
な

信
教
の

自
由

の

制
限
の

中
で
、

以

後
こ

の

神
宮
奉
斎
会
が
神
宮
大
麻
の

頒
布
を
お
こ

な

う
こ

と

と

な
っ

た

が
、

同
三

三

年
に
神
宮
司
庁
に
お
い

て

は

大
麻
製
暦
祈

疇
の

三

課
を

分
離
し

て
、

神
宮
大
麻
だ

け
で

な
く
社
頭
で

の

報
賽
を

含
め

た

組
織
と

し
て

神
部
署
官
制
が

公
布
さ
れ、

さ
ら
に
同
四
五

年
に
神
宮
神

部
署
支
署
が

全

国
に

二

十
八

ヶ

所
と

し
た

。

こ

れ
に
よ

り
神
宮
神
部
署
に

よ

る
全
国
頒
布
の

体
勢
が

整
う
こ

と
と

な
っ

た
が、

各
支
署
は

神
宮
奉
賛
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